
 

備
考 

 

一 

「
使
用
す
る
者
の
別
」
の
欄
に
は
、
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
事
務
員
に
あ
っ
て
は
「
事
務
員
」
と
、
専
ら
公
職
選
挙
法
第
一
四
一
第
一
項
の 

 
 

規
定
に
よ
り
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
又
は
船
舶
の
上
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
者
に
あ
っ
て
は
「
車
上
運
動
員
」
と 

 

専
ら
手
話
通
訳
の
た
め
に
使
用
す
る
者
に
あ
っ
て
は
「
手
話
通
訳
者
」
と
、
専
ら
要
約
筆
記
の
た
め
に
使
用
す
る
者
に
あ
っ
て
は
「
要
約
筆
記
者
」
と 

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

二 

既
に
届
け
出
た
者
に
つ
き
、
そ
の
者
に
係
る
使
用
す
る
期
間
中
、
そ
の
者
に
代
え
て
異
な
る
者
を
届
け
出
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
備
考
欄 

に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

          

夏

海

空

子 

春

海

花

子 

冬

山

五

彦 

秋

山

四

彦 

夏

山

三

彦 

春

山

次

彦 

冬

川

雪

子 

秋

川

葉

子 

夏

川

草

子 

春

川

花

子 

氏 
 
 
 

名 

様
式
十
三 

 
 
 

届 
 
 
 
 

出 
 
 
 
 

書 

 

公

職

選

挙

法

第

一

九

七

条

の

二
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す

る

者

を

次

の

と

お

り

届

け

出

ま

す
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令
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二  

月
二
十
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 ３０ ２５ ２８ ３６ ５１ ４３ ２３ ２５ ２３ ２４ 
年
齢 

 
        

 女 女 男 男 男 男 女 女 女 女 性
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手
話
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訳
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務
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運
動
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          ２３ ２０ ２０ ２３ ２０ ２０ ２０ ２０ ２３ ２０ 

使
用
す
る
期
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・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

          ２４ ２１ ２１ ２４ ２１ ２１ ２１ ２１ ２４ ２１ 
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考 

 

一
日
に
つ
き
七
人
以
内 

全
期
間
を
通
じ
異
な
る
者
を
三
十
五
人
以
内 

（
七
人×

五
日
＝
三
十
五
人
が
限
度
） 


